
○
財
務
省
令
第
十
号

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
七
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

又
は

若
し
く
は

掲
げ
る
貨
物

又
は
輸
入
さ
れ
る
郵
便
物

別
紙
第
１
号
書
式
備
考
８
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
下
に
「

」
を
加
え
る
。

８
本
邦
へ
入
国
す
る
者
が
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
す
る
貨
物
若
し
く
は

別
紙
第
２
号
書
式
備
考
１
中
「

」
の
下
に
「
（

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

税
額
の
確
定
の
方
式

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る

）

）

貨
物
又
は
令
第
三
条
第
二
項
第
一
号

賦
課
課
税
方
式
を
適
用
す
る
貨
物
の
指
定

に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
電
子
計
算
機
を

（

）

）
」
を
加
え
る
。

使
用
し
て
納
税
告
知
書
を
作
成
す
る
場
合
に
限
る

。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


